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日時 令和４年 12 月 27 日（火）15 時 05 分～ 

   場所 南丹市文化会館 アスエルそのべ ３階大研修室 

       

          

１ 開  会 

 

２ 議  題 

 （１）報告事項 

  報告第 1号 西日本ジェイアールバス株式会社の経営状況 

  報告第２号 園福線の利用状況 

 （２）協議事項 

協議第１号 西日本ジェイアールバス一般バス路線の運行計画見直しについて 

 

３ そ の 他 

 

４ 閉  会 
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協議第 1 号資料 

 

 

西日本ジェイアールバス一般バス路線の運行見直しについて 

 

 

1．協議事項 

   西日本ジェイアールバスの経営上、運行継続が困難との共通認識により、一般バ

ス路線（園福線）について、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基

づく「地域旅客運送サービス継続事業」の制度を活用し、運行見直しのため代替交

通の検討を行う。 

 



地域公共交通活性化再生法とは

地域公共交通に関する計画や様々な事業に関する措置について定め、地域旅客運送サービスの確保に
資するよう、地域公共交通の活性化及び再生のための地域の主体的な取組等を推進する法律。

・「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする、地域公共交通の
マスタープラン。原則として、全ての地方公共団体において作成が必要。
・自治体や地域の交通事業者、利用者等により構成される協議会等を通じて作成。

地域公共交通計画

地域公共交通特定事業
・地域旅客運送サービス継続事業や、地域公共交通利便増進事業等、地域の実
情に応じて様々な取組の実施を円滑化するための事業。
・地域公共交通計画に事業の実施を記載し、事業を実施するための計画を作成。
国土交通大臣の認定を受けることで、法律上の特例措置を受けることができる。

地域旅客運送サービス継続事業
：公募を通じて廃止予定路線の交通
を維持。
地域公共交通利便増進事業
：ダイヤ、運賃等のサービス改善により
交通の利便性を向上。
その他LRTの整備、鉄道の上下分離、
貨客混載等の取組の実施を円滑化す
るための各種事業。

地域公共交通特定事業

地方公共団体
又は事業者が、
事業ごとに実
施計画を作成

国土交通大臣
が認定、事業
許可のみなし
特例等の特例
措置

その他の事業

＜事業スキーム＞
・事業者が単独で又は共同
して、事業についての計画
を作成。（地域公共交通
計画への記載は不要。 ）
・国土交通大臣の認定を受
けることで、法律上の特例
措置を受けることができる。

新地域旅客運送事業
：DMV等の複数の交通
モードにまたがる輸送
サービスの実施を円滑化。

新モビリティサービス事業
：MaaS等の新たなモビリティ
サービスの実施を円滑化。
新モビリティサービス協議会
における議論が可能。
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地域旅客運送サービス継続事業について

地方公共団体が、路線バス等の維持が困難な状況を
把握（乗合バス事業者等からの相談・情報提供等）

地方公共団体が、サービス提供事業者と連携して、
地域旅客運送サービス継続実施計画を作成、

国土交通大臣の認定を受けた場合、法律上の特例措置
（事業許可等のみなし特例等）

地方公共団体が、既存の事業者を含めた関係者と
協議し、地域公共交通計画へ

地域旅客運送サービス継続事業を位置付け

多様な選択肢を検討の上、実施方針を策定し、公募に
より新たなサービス提供事業者等を選定

地方部を中心に、鉄軌道や路線バス等の廃止に至る事例が増えている中、地域の関係者が一
体となって、廃止後の代替サービスを確保することが必要。
地域公共交通の維持が困難と見込まれた場合、地方公共団体による公募により、新たなサー
ビス提供者を選定し、地域における旅客運送サービスの継続を図る事業。

背景

概要

事業スキーム 実施方針に定めるメニュー例

乗合バス事業者など他の交通事業者による
継続（縮小・変更含む）①

コミュニティバスによる継続②

デマンド交通（タクシー車両による乗合
運送（区域運行））による継続③

タクシー（乗用事業）による継続④

自家用有償旅客運送による継続⑤

①～⑤に加え、福祉輸送、スクールバス、
病院や商業施設等への送迎サービス等の
積極的活用

⑥

○ 以下の①～⑤のメニューを検討し、必要に
応じて⑥を組み合わせ。
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「地域旅客運送サービス継続実施計画」の作成・認定

（関係者で合意の上、計画を作成し、

国土交通大臣の認定を受ける）

乗合バス事業者
他の事業者等

（乗合バス事業者、貸切バス事業者、
タクシー事業者、自家用有償旅客運送者等）

地方公共団体（法定協議会）

関係者との協議

（移動手段の確保のために適切な選択肢の候補を比較検討）

「地域公共交通計画」の変更

（「地域旅客運送サービス継続事業」を位置づけ）

応募

「地域公共交通計画」の作成

応募されたサービス内容等を総合評価し、

継続事業者を決定

利用者減や運転者不足のため運行継続が
困難な状況に直面

自治体等の支援を受けて運行を継続 自治体等の支援を受けて新たに運行を開始

応募

路線バスを運行

法定協議会等において、継続が困難又は困難となるおそれがあるとの共通認識を明確化

地域旅客運送サービス継続事業の実施フロー（路線バスの場合のイメージ）

※法律上の特例措置（事業許可・事業計画変更認可等
のみなし特例、廃止届出を不要とする特例）

※運行費等に対する予算等の支援

実施方針の策定・公募

・移動手段の選択肢の範囲や地方公共団体による支
援額等の条件等を決定

・実施方針に基づき、提供できるサービス内容等につ
いて公募
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地域旅客運送サービス継続事業に係る実施方針の記載事項

①実施区域
• 継続事業を実施する区域を記載
• 地域公共交通計画の計画区域内に含まれる必要
があるが、その中の一部の区域を設定することも可能

②現に実施されている特定旅客運送事業の状況
• 維持が困難と見込まれるに至った路線等において、
現在提供されているサービス水準（路線、ダイヤ、運
賃等）等を記載

③引き続き実施する運送（継続旅客運送）の内容
• 継続旅客運送のサービスの種類（乗合バス・自家
用有償旅客運送等）や態様（路線定期・区域運
行等）等を記載

④継続旅客運送を実施する者の条件
• 事業所所在地や事業規模（車両数、人員数等）
などのほか、輸送実績や欠格事項等を記載

⑤地方公共団体による支援の内容
• 運行費に係る補助金や運行委託費等の予算措置
• 地域住民と連携した利用促進策 等を記載

⑥実施予定期間
• 継続事業の実施予定期間を記載
• 地域公共交通計画の計画期間内で、適切な期間
を設定することが必要

⑦公募の期間
• 公募を実施する期間を記載

⑧選定の方法
• 公募型プロポーザル方式等の選定方法や、選定委
員会の設置など選定に係る手順等を記載

⑨その他必要な事項
• 公募にあたって地方公共団体が必要と認める事項
（申し込みにあたって必要な書類等）を記載

実施方針の記載事項

地域旅客運送サービス継続事業において、地方公共団体が新たなサービス提供事業者等を選定する方法は、公
募とする。
また、地方公共団体による公募は、当該公募の実施に関する方針（実施方針）を示して行うものとする。
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京都運輸支局

安心の“見える化“

コロナ禍においても地域公共交通事業者は、非常に厳しい経営環境下にありますが、市民の生活や医療活動、観光産業
を支える事業として、定期的な消毒など感染防止対策を講じながら、日々人々の移動の足の確保に取り組んでいます。

京都のおでかけは、感染防止対策が施された、安心・安全な公共交通機関をご利用ください。

バス・タクシーの感染防止対策

◆定期的な清掃や消毒作業
◆乗務員の健康チェック
◆高い換気性能を備えた空調の導入

◆定期的な清掃や消毒作業
◆乗務員の健康チェック
◆高い換気性能を備えた空調の導入
※車内の換気状況は、
【近畿運輸局公式YouTube】で確認できます。

約２分後

◆高い換気性能を備えた空調の導入
◆ＤｉＤiアプリを用いた非接触決済の導入
◆オゾン発生機による換気
◆光触媒施工
◆乗務員の健康チェック

約５分後

バス・タクシーに対する街の人が抱くイメージは・・・

少しは窓が開いているが、
換気されている感じがな
く、感染が心配
（２０代 女性）

不特定多数の人がたくさん
乗っているから、感染が怖く、
バスツアーに行かなくなった。
（７０代 男性）

近畿運輸局YouTube
【バス車内の換気状況はこちらをチェック】

貸切バス

タクシー

乗合バス

皆様に公共交通機関の
感染防止対策の一部をご紹介します。


